
第 ２ 章  保 健 予 防 
保健予防課  

１ 予防接種 
（１）定期予防接種 

予防接種法により一定の年齢に達した者に対して、ジフテリア・百日せき・破傷

風・急性灰白髄炎（ポリオ）・麻しん・風しん・日本脳炎・ヒブ感染症・小児の肺炎

球菌感染症・子宮頸がん・インフルエンザの予防接種を実施している。  
 

定期予防接種実施状況 

種     別 
平成 22 年度  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度  

交付 実績  交付 実施 交付 実施 交付 実施  接  種  率

Ｂ Ｃ Ｇ  1,358 1,294 1,351 1,537 1,155 75.1％

Ｄ
Ｐ
Ｔ
‐
Ｉ
Ｐ
Ｖ
（
４
種
混
合
）

Ⅰ

期

初

回

１ 回 目 
― ― ― ―

4,542

494 1,548 1,262 81.5％

２ 回 目 
― ― ― ― 303 1,561 1,305 83.6％

３ 回 目 
― ― ― ― 163 1,582 1,299 82.1％

Ⅰ 期 追 加 
― ― ― ― 1 1 537 117 21.7％

Ｄ

Ｐ

Ｔ

（

三

種

混

合

）

Ⅰ

期

初

回

１ 回 目 
1,213 

 

1,081 1,252 1,172

4,542

944 36 10 27.7％

２ 回 目 
1,213 

 

1,099 1,252 1,173 1,076 43 29 67.4％

３ 回 目 
1,213 

 

1,067 1,252 1,140 1,186 53 89 167.9％

Ⅰ 期 追 加 
1,216 

 

971 1,428 1,099 1,519 1,140 1,021 1,169 114.4％

Ｄ Ｔ Ⅱ 期 
（ 二 種 混 合 ） 1,030 602 2,045 1,037 1,075 662 1,175 473 40.2％

ポ

リ

オ

（

不

活

化

）

Ⅰ

期

初

回

１回目 ― ― ― ―

6,379

1,032 45 43 95.5％

２回目 
― ― ― ― 1,366 107 162 151.4％

３回目 
― ― ― ― 1,356 141 279 197.8％

Ⅰ 期 追 加 
― ― ― ― 29 29 2,425 1,152 47.5％

ポ
リ
オ
（
生
） 

１ 回 目  

1,314 

(6) 

1,214 

 

1,264

(9)

936

(2)

310 ― ― 

２ 回 目 
1,216 

(8) 

1,101 1,296

(4)

922

(1)

424 ― ― 
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Ｍ
Ｒ
（
麻
し
ん
・
風
し
ん
） 

Ⅰ 期 1,216 993 1,265 1,068 1,278 1,181 1,471 1,217 82.7％

Ⅱ 期 1,040 844 1,194 825 1,126 953 1,160 906 78.1％

Ⅲ  期 1,072 850 1,114 850 1,072 915 ― 2 ―

Ⅳ  期 1,018 655 1,142 756 1,016 738 ― 1 ―

麻

し

ん

Ⅰ 期 
  2  

Ⅱ 期    

Ⅲ  期   1 ― ― 

Ⅳ  期   1 ― ― 

風

し

ん

Ⅰ 期    

Ⅱ 期   1  

Ⅲ  期  1 1 ― ― 

Ⅳ  期  3 2 1 ― ― 

日

本

脳

炎

Ⅰ 
 

期 

１ 回 目 2,419 1,824 1,379 1,259 1,266 1,072 1,513 1,123 74.2％

２ 回 目 2,419 1,504 1,383 1,198 1,272 1,028 1,533 1,047 68.2％

追 加  81 2,689 1,023 954 873 1,431 820 57.3％

Ⅰ 
期 
特 
例

１回目   249 188 75.5％

２回目   279 181 64.8％

追 加   503 364 72.3％

Ⅱ 期  33 257 232 722 247 34.2％

ヒ 

ブ 

感 

染 

症 

初 
 

回 

１回目 ― ― ― ― ― ― 1,636 1,286 78.6％

２回目 ― ― ― ― ― ― 1,568 1,265 80.6％

３回目 ― ― ― ― ― ― 1,566 1,305 83.3％

追  加 ― ― ― ― ― ― 1,505 1,372 91.1％

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症 

初 
 

回 

１回目 ― ― ― ― ― ― 1,894 1,308 69.0％

２回目 ― ― ― ― ― ― 1,947 1,293 66.4％

３回目 ― ― ― ― ― ― 2,089 1,300 62.2％

追  加 ― ― ― ― ― ― 1,803 1,205 66.8％
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子
宮
頸
が
ん 

１ 回 目 ― ― ― ― ― ― 573 76 13.2％

２ 回 目 ― ― ― ― ― ― 584 47 8.0％

３ 回 目 ― ― ― ― ― ― 628 43 6.8％

インフルエンザ 41,538 19,453 41,957 19,008 43,508 18,372 44,880 18,783 41.8％

※ ＢＣＧ 
・平成２５年度より、３～４か月児健康診査での集団接種方式から、区内協力医療  

機関での個別接種方式へ変更 
     ・平成２４年度までの交付数は未集計 
※ ＤＰＴ（三種混合）・ＤＰＴ－ＩＰＶ（４種混合）・ＤＴ（二種混合）は、ジフテリア

（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・破傷風混合（Ｔ）・ポリオ（ＩＰＶ）  
・平成２４年１１月１日からＤＰＴ－ＩＰＶ（４種混合）が定期予防接種に追加  
・平成２４年度のＤＰＴ－ＩＰＶ、ＤＰＴの交付数は、それぞれの交付数の合計  
・ＤＴは、平成２３年度より交付年齢を１年早めたため、平成２３年度は１１歳･１２ 

歳に交付 
・ポリオは、平成２４年９月１日に生ワクチンから不活化ワクチンへ一斉切り替え  
・平成２４年度のポリオ（生ワクチン）交付数は未集計 

※ ＭＲ 
・Ⅲ期・Ⅳ期は、平成２０年度から平成２４年度の５年間に限り実施 
・平成２５年度のⅢ期・Ⅳ期は、平成２４年度実施分  

※ 日本脳炎 
・Ⅰ期特例交付数・接種者数、Ⅱ期交付数は、平成２４年度まで未集計  

※ ヒブ感染症・小児の肺炎球菌感染症・子宮頸がん  
・平成２５年度より定期予防接種に追加 
・子宮頸がんは、平成２５年６月１４日より積極的勧奨見合わせ  

※ （    ）内数値は、予診のみを別掲 
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（２）定期外予防接種 
予防接種法の対象外の予防接種について、接種費用の助成を実施している。 

（区単独事業） 
 
定期外予防接種実施状況 

種   別 対   象 実施件数 

麻しん風しん混合 ２歳～２期に該当する前日まで 14

麻しん ２歳～２期に該当する前日まで 0

風しん ２歳～２期に該当する前日まで 0

小児インフルエンザ １歳～１５歳（中学３年生） 17,434

  高齢者肺炎球菌 ６５歳以上 1,385

 
※高齢者肺炎球菌は平成２５年度より通年実施 
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２ 感染症対策 
（１）感染症患者発生状況 

平成１１年４月より伝染病予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律が施行された。新しい法律に基づいて予防措置を適用する場合には、

人権に配慮し、必要最小限にすることとし、プライバシーに対して、最大限の配慮をす

ることとされている。 
 

２・３類感染症年次別発生件数（結核は除く） 

区           分  平成２1 年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

総           数 ８ ３ ３ ３ ２ 
急 性 灰 白 髄 炎 ― ― ― ― ― 
コ レ ラ ― ― ― ― ― 
細 菌 性 赤 痢 ２ ２ ２ ２ ０ 

ジ フ テ リ ア ― ― ― ― ― 

腸 チ フ ス １ ― ０ ― ― 

パ ラ チ フ ス ― ― ― ― ― 

腸管出血性大腸菌 ５ １ １ １ ２ 

 
＊保健師は随時、感染症に対し疫学調査訪問や相談･指導等行っている。  

訪問指導 面接相談 電話相談 文書等連絡 関係機関連絡 
２７ ９ ２４１ ２２ １４３ 

（合計数については P 129  ア.家庭訪問等の件数の再掲）  
 
（２）患者発生時保菌者検索 

病原体を保菌している者（保菌者）に対する検便、および、下痢、腹痛、発熱などの

自覚症状がなく、健康者と外見上変わらないが、病原体を保菌している者からの感染予

防を目的に感染症患者の家族等を対象に検便を行なっている。 
 

 検    査    の    対    象 検査件数 陽性数 
総          数 １９ ７ 

 
感染症患者 

及び 
関 係 者 等 

 

赤      痢 ０ ０ 
腸 チ フ ス ０ ０ 
パラチフス ０ ０ 
コ  レ  ラ ０ ０ 
腸管出血性大腸菌 ９ ０ 

そ の 他 １０ ７ 
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　都に比べて依然として高い状況にある。また、合併症のある高齢者や住所不定者の登

　が多いことや重症化（喀痰塗抹陽性）してからの発見率が高いことから、定期健康診

　の受診の呼びかけや接触者健診の徹底を図る必要がある。

　　平成２５年１２月３１日現在の数値については、平成２６年９月確定予定のため、

　録患者数等は、平成２４年１２月３１日現在の数値を示した。

（平成24年12月31日現在）

総数
初回
治療

再治療 治療中 観察中

253 60 49 27 24 3 14 8 11 101 92 42 56

188 46 40 21 19 2 12 7 6 71 71 20 23

65 14 9 6 5 1 2 1 5 30 21 22 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 3 2 0 0 0 1 1 1 4 9 1 10

8 2 1 0 0 0 0 1 1 2 4 1 5

8 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5 0 5

37 10 8 5 4 1 2 1 2 9 18 2 17

24 7 6 3 3 0 2 1 1 6 11 1 6

13 3 2 2 1 1 0 0 1 3 7 1 11

29 6 6 2 2 0 1 3 0 11 12 2 12

25 5 5 2 2 0 1 2 0 9 11 0 3

4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 9

46 10 9 4 4 0 5 0 1 25 11 7 7

36 9 8 4 4 0 4 0 1 17 10 4 3

10 1 1 0 0 0 1 0 0 8 1 3 4

66 14 12 9 8 1 2 1 2 29 23 2 5

56 13 11 8 7 1 2 1 2 24 19 1 3

10 1 1 1 1 0 0 0 0 5 4 1 2

36 10 6 3 2 1 2 1 4 13 13 0 0

25 6 5 2 1 1 2 1 1 7 12 0 0

11 4 1 1 1 0 0 0 3 6 1 0 0

23 7 6 4 4 0 1 1 1 10 6 0 1

14 4 4 2 2 0 1 1 0 6 4 0 1

9 3 2 2 2 0 0 0 1 4 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※平成２５年１２月３１日現在の数値は平成２６年９月確定予定。

登録時
菌陰性

・
その他

総数

活動性

不明

不活動

肺結核

女

女

総 数

０～４歳

総 数

潜　在　性
結　　　核
感　染　症
（別  掲）

活　　　　動　　　　性　　　　結　　　　核

肺外

結核

活動性

肺結核活動性
登録時
その他
の結核
菌陽性

総 数

総 数

総 数

総 数

男

女

男

女

総 数

女

 80歳以上

男

女

男

女

男

女

総 数

総 数

３　結　核　対　策

＜ 登 録 患 者 数 ＞
　　ア　総数

総　　数

総数

男

（１） 結　　核

総数
登録時喀痰塗沫陽性

男

総 数

男

総 数

40～49歳

年齢不詳

女

総 数

女

70～79歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～29歳

30～39歳

女

男

　　全国的に結核は減少の傾向にあるが、本区における新登録患者数及びり患率は国及

総 数

男

男

女

男

60～69歳

50～59歳

男

女
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(平成24年12月31日現在）

総 数
初 回
治 療

再 治 療

253 60 49 27 24 3 14 8 11 101 92

入 院 中 29 29 28 22 20 2 4 2 1 0 0

外 来 治
療 中

39 31 21 5 4 1 10 6 10 0 8

治療なし 177 0 0 0 0 0 0 0 0 101 76

不 明 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

※平成２５年１２月３１日現在の数値は平成２６年９月確定予定。

（平成24年12月31日現在）

本 人 家 族 一 般
退 職
本 人

退 職
家 族

253 38 11 60 1 1 25 103 4 10

入 院 中 29 2 0 8 0 0 3 12 1 3

外 来
治 療 中

39 7 2 7 1 0 5 15 0 2

治療なし 177 29 8 42 0 1 17 72 3 5

不 明 8 0 1 3 0 0 0 4 0 0

※平成２５年１２月３１日現在の数値は平成２６年９月確定予定。

　　イ　登録患者数〔現在時総合患者分類コード・受療状況別〕

　　ウ　登録患者数〔保険の種類・受療状況別〕

被 保 険 者
不明

活　動　性　結　核

不活動
性結核

肺外
結核

活動性

その他

活動性
不明

総　　　数

登録時
その他
の結核
菌陽性

登録時
菌陰性

・
その他

総　数
生　　活
保　　護

後　　期
高　　齢

登録時喀痰塗沫陽性総　数
総　数

総　数

国 民 健 康 保 険

総数

肺　　　結　　　核　　　活　　　動　　　性

受
療
状
況

受
療
状
況
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登録時喀痰塗沫陽性

総数
初 回
治 療

再治療 治療中

総　数 99 87 50 44 6 22 15 12 52

男 79 72 40 35 5 19 13 7 23

女 20 15 10 9 1 3 2 5 29

総　数 0 0 0 0 0 0 0 0 21

男 0 0 0 0 0 0 0 0 9

女 0 0 0 0 0 0 0 0 12

総　数 0 0 0 0 0 0 0 0 7

男 0 0 0 0 0 0 0 0 3

女 0 0 0 0 0 0 0 0 4

総　数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総　数 0 0 0 0 0 0 0 0 1

男 0 0 0 0 0 0 0 0 1

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総　数 5 4 1 1 0 2 1 1 2

男 4 3 0 0 0 2 1 1 1

女 1 1 1 1 0 0 0 0 1

総　数 17 14 7 5 2 6 1 3 3

男 12 10 4 3 1 5 1 2 1

女 5 4 3 2 1 1 0 1 2

総　数 9 9 4 4 0 2 3 0 5

男 7 7 4 4 0 2 1 0 0

女 2 2 0 0 0 0 2 0 5

総　数 17 15 7 7 0 5 3 2 11

男 15 13 6 6 0 4 3 2 8

女 2 2 1 1 0 1 0 0 3

総　数 20 20 13 12 1 3 4 0 2

男 19 19 12 11 1 3 4 0 0

女 1 1 1 1 0 0 0 0 2

総　数 17 12 8 5 3 2 2 5 0

男 11 9 6 3 3 1 2 2 0

女 6 3 2 2 0 1 0 3 0

総　数 14 13 10 10 0 2 1 1 0

男 11 11 8 8 0 2 1 0 0

女 3 2 2 2 0 0 0 1 0

総　数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（平成24年1月1日～平成24年12月31日の新規登録者数）

※平成２５年１２月３１日現在の数値は平成２６年９月確定予定。

総数

70～79歳

20～29歳

５～９歳

80歳以上

50～59歳

30～39歳

15～19歳

10～14歳

肺　結　核　活　動　性

潜在性
結核感
染　症
（別掲）

年齢不詳

40～49歳

60～69歳

活　　　動　　　性　　　結　　　核

総数

肺　外
結　核
活動性

登録時
菌陰性

・
その他

　　エ　新登録患者数〔登録時総合患者分類コード・性別・年齢階級別〕

総数

０～４歳

登録時
その他
の結核
菌陽性
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申請件数 承認件数

157      157       

申請件数 承認件数

127      127       

治癒所見 異常陰影 心拡大 その他

20,001   -         19,429 11,070 2,796   495      2,591   1,767   710     

受診者数 異常なし 治癒所見 要 精 密

2         2          -         -         

　　　より結核療養所に入院した場合において、同法第３７条に規定する費用について全額

　　　（医療保険各法を先に適用）を公費で負担する。ただし世帯の収入状況により、自己

　　　負担額が生じる場合がある。

（３） 一 般 結 核 検 診

区　　分

総　　数

　　・勧告入院 〔法第３７条〕

受診者数

　　区内にある従業員１０人未満の事業所で働く人や、結核の感染、発病が心配な人について、

（２） 医 療 費 公 費 負 担

　　　　結核患者に対し感染症診査協議会の意見を聞いた上で、感染症の予防及び感染症の

　　①　一般患者に対する公費負担

　　　患者に対する医療に関する法律第３７条の２に規定する医療を受けるための費用につ

　　　いて、９５％（医療保険各法を先に適用）を公費で負担する。

　　定期的に健康診断を受ける機会のない区民を対象とした健康診断の中で、胸部レントゲン

　　・一般医療 〔法第３７条の２〕

　　②　勧告入院に対する公費負担

　　　　活動性感染症の結核患者に対し同法第１８条により従業を禁止し、同法第１９条に

区　　分

所 見 あ り
要精密

　検査を行っている。

Ｘ線直接 所見なし

（４） 商店・小事業所結核検診

　胸部レントゲン撮影を行っている。

区　　分

総　　数

総　　数

総合健診（６５歳以上）

区　　　　　分 Ｘ線間接
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異常なし 要精密 異常なし 要精密 陰性 要精密

996      698       5         28       -         244      21       

患者家族 138      93         1         3         -         34       7         

接触者 858      605       4         25       -         210      14       

201      201       -         198      3         

  Ｘ　　　線　　　結　　　果

異常なし 治癒所見 要精密

41       39         2         0

受診者数 異常なし 治癒所見 経過観察 要精密

48       47         1         -         -         

　行っている。

　　区内住所不定者を対象に、上野公園・御徒町駅前にＣＲ車を派遣し、胸部レントゲン撮影を

　結核患者として登録されると、医療の必要がなくなっても、おおよそ２年間の経過観察を行

　う。

（７） 重点地区結核検診 〔結核対策特別促進事業〕

　　主に山谷地区労働者を対象に、城北労働・福祉センター前に年２回ＣＲ車を派遣し、胸部

　レントゲン撮影を行っている。

区分

総　　数

受診者数

（８） 路上生活者結核検診 〔結核対策特別促進事業〕

Ｘ線直接

受診者数

総　　数

要精密区　　分 受診者数 喀痰検査

（５） 接 触 者 健 康 診 断

（６） 管　理　検　診

　　再発者の早期発見を目的として、経過観察者・治療中断者を対象に検診と指導を行ってい

異常なし

　人を対象に検診、指導等を行い、患者の早期発見を目的としている。

　　また、学校、職場等の集団生活の場で結核患者が発見された場合においても、患者と接触

　があったと思われる人を把握し、検診、指導等を行っている。

ツベルクリン反応

総     数

　　結核を感染させる恐れのある患者と同居する人、同居していた人等、感染の可能性のある

区　　分

総数

Ｘ線直接 血液検査

区　　分
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受診者数 異常なし 治癒所見 要精密

1,042   1,029    7         6         

1,000   706      530      634     

面接相談 719      668      898      672     

電話相談 342      476      537      758     

その他･文書 990      440      1,665   2,458  

保健関係 94       235      238      163     

医療関係 239      274      274      168     

福祉関係 189      268      256      31      

その他 153      463      443      50      

　感染者の将来の発症を防ぐための化学療法を早期に導入するための検査に重点をおいている。

（９） 日本語学校留学生結核検診 〔結核対策特別促進事業〕

　　区内の日本語学校（８校）に在学する学生を対象に、胸部レントゲン撮影を行っている。

（1０）　保健指導

　の宿泊者や路上生活者に対しては城北労働福祉センターや福祉事務所と連携を十分にとりな

　る。平成１７年度からはDOTS（直接監視下化学療法）を導入し、治療中断の防止と不規則な

　服薬による薬剤耐性結核の予防に重点をおいている。特に、治療継続が困難な簡易宿泊所等

区　　分

総　　数

　がら、治療完了できるように指導を行っている。接触者検診では、発病者の早期発見と結核

　　結核担当保健師は結核登録患者に対して療養指導と、接触者に対して健康診断を行ってい

結果は、各学校に通知し、要精密者について、受診を指導してもらっている。

（合計数については　P.129　ア.家庭訪問等の件数の再掲）

関係機関連絡

訪問

所内相談

区分 平成22年度 平成２５年度平成23年度 平成２４年度
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４ エイズ予防・性感染症対策 
平成１１年４月に伝染病予防法、エイズ予防法とともに性病予防法が廃止され、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が施行された。新しい法律に基づく特

定感染症対策として、希望者に対し、ＨＩＶ抗体検査と同時に梅毒、クラミジアの検査を

行っている。なお、平成１８年４月より、ＨＩＶの即日検査を実施している。  
また、エイズについての知識の普及・啓発及び相談事業を行っている。  

 
（１）検査件数 
  ①ＨＩＶ検査 
区             分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

来   所   相   談 ９４０ ９０９ ９５２ ９０６ ９２２ 

 
抗体検査（再掲） ６４７ ６３０ ６４７ ６１２ ６５５ 

陽 性 数   ５   １   ４   ０   ２ 
電   話   相   談  ５３  ５１  ４４  ５０  ３１ 

②梅毒検査 
区   分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

検 査 者 数 ４２４ ３９６ ４４４ ４２３  ４００ 

陽 性 数 ４ １１ １１ １１  ３ 

③クラミジア検査 
区 分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

検  査  者  数 ４２１  ３９５ ４４１ ４２１  ３９２ 

I g A 抗体陽性数 ８２  ６７ ８５ ６０  １５ 

I g G 抗体陽性数 １１７  １１１ １１０ ８８  ２６ 

抗 原 抗 体 陽 性 数 ―  ― ― ―  ２ 

 
（２）相談件数 
区             分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 
電   話   相   談  ５３  ５１  ４４  ５０  ３１ 

 
（３）講演会等 

内  容 対  象 回  数 人  数 
講 演 会 中・高等学校生徒 ４ ５８３

 
（４）啓発活動 

世界エイズデーキャンペーン、成人の集い等でポスター展示およびリーフレットやポ

ケットティッシュ等の配布を行った。 
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５ 精 神 保 健 

保健所は、地域における公衆衛生の第一線の行政機関として、精神保健諸問題の中心と

なり、精神科医、精神保健福祉センター、社会福祉関係諸機関、施設との緊密な連絡調整

のもとに、精神障害の早期発見、早期治療、経済的問題、社会復帰を援助するため、相談

及び指導を積極的に実施し、地域住民の健康保持、向上を図るための諸活動を行っている。 

 

（１）自立支援医療費公費負担 

精神障害の適正な医療を普及するため、健康保険法の規定による病院、診療所、薬局

において、精神障害者が病院及び診療所に入院せずに医療を受ける場合、その医療行為

に必要な費用を所得区分に応じて公費で負担する。 

＜申 請 件 数＞ 

年
度 

申   請   件   数 
承 認 件 数 

総   数 初   回 継続・その他 

21 2,072 ( 409) 388 ( 141) 1,684 ( 268) 2,072 ( 409)

22  2,253 ( 396) 432 ( 192) 1,821 ( 204) 2,253 ( 396)

23 2,546 ( 509) 470 ( 171) 2,076 ( 338) 2,546 ( 509)

24 2,667 ( 562) 400 ( 224) 2,267 ( 338) 2,667 ( 562)

25 2,689 ( 680) 337 ( 210) 2,352 ( 470) 2,689 ( 680)

（注）（ ）は精神障害者保健福祉手帳申請者数。 

 

（２）小児精神障害者入院医療費助成 

    東京都医療費助成実施要綱に基づき実施されている。 

    この対象者は、患者が都内に居住し、入院治療を必要とする満１８歳未満の者で、精

神病院に入院中の者に限られる。 

＜申 請 件 数＞ 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

１ ５ ５ ２ １ 

 

（３）医療保護入院 

  医療保護入院とは、精神保健福祉法第３３条並びに第３６条の規定により、精神病     

院の管理者が診断の必要上、後見人、配偶者、親権を行う者、その他の扶養義務者の同

意を得て、精神障害の疑いのある者を一時的に入院させる制度である。 

       医療保護入院の措置をとるには、１０日以内に最寄りの保健所長を経由し、都道府 

県知事に届け出なければならない。 

＜届出件数（法第３３・３６条）＞ 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

３ ６ ３ ４ ７ 
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（４）警察官通報 

警察官は、精神保健福祉法第２３条の規定により、その職務を執行するにあたり、 

精神障害のため、自傷、他害の恐れのある者を発見したときには、直ちに最寄りの保健 

所長に通報しなければならない。 

その通報を受理した保健所長は、速やかに都へ報告しなければならない。 

＜受 理 件 数＞ 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

３４ ５０ ４６ ４６ ５１ 

  ※平成２６年４月の法改正に伴い、警察官通報が第２４条から第２３条へ改正された。 

 

（５）精神保健福祉相談（こころの健康相談） 

専門医師により、面接、訪問等を実施している。（予約制） 

実人数    １０７人   訪問    ０件 

＜相談内容＞                          （延人数） 

区分 
老人精神 

保  健 
社会復帰 アルコール 薬 物 思春期 

心の健康

づ く り 
その他 計 

 １ ３ ８ ３ １ ３４ ７１ １２１

 

（６）所内相談･電話相談･文書等による相談 

保健師による相談を随時行なっている。 

実人数   ８４８人 

＜相談内容＞                           （延人数） 

区分 
老人精神

保  健  
社会復帰 アルコール 薬物 思春期

心の健康

づ く り
その他 計 

面接 １ １３２ ７ ４ ３ ２７ ５３６ ７１０

電話 ２１ ３１０ ３０ １４ ３ ９４ ２，０８８ ２，５６０

文書 ３ １５ ０ ４ ０ ０ １４ ３６

関係機

関連絡 
７ ６５６ ５ ２６ ０ １７ １，３６６ ２，０７７

（合計数については P 129  ア.家庭訪問等の件数の再掲） 
 

（７）訪問指導 

精神障害者およびその家族に対して、医療・社会復帰・日常生活等について指導を行

う。精神障害者の多くは服薬の自己管理が困難であったり、社会性に乏しく家に閉じこ

もりがちであったりする。また、家族の力にも限界があり、専門家による継続的な支援

が必要とされる。 

実人数   ３４４人 

＜相談内容＞                          （延人数） 

区分 
老人精神  

保  健  
社会復帰 アルコール 薬物 思春期 

心の健康

づ く り 
その他 計 

 ２７ １５８ ４ ０ ２ ２４ ５４７ ７６２

                （合計数については P 129  ア.家庭訪問等の件数の再掲） 
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（８）精神障害者社会復帰相談事業（デイケア） 

目的：回復途上にある精神障害者を対象に、集団及び個別に生活指導を行い、社会生

活の適応力を高めることを目的としている（週２回）。 

経緯：昭和６３年に事業を開始し、平成１３年１０月より週３回実施、平成１８年４

月からは週２回の実施となる。 

 

 実施状況 年度末の利用状況 終了の内訳 

年度 回数 実人数 延人数 終了 見学

のみ

継続 就

労

学

校

作業

所等

自宅療

養（安定

者） 

自宅療養

（不安定

者） 

他

H21 98 30 918 8 10 12 1 0 3 2 1 1

H22 99 23 953 9 6 8 0 0 7 1 1 0

H23 96 19 524 5 8 6 0 0 2 1 1 1

H24 99 22 831 3 5 14 0 0 1 1 1 0

H25 98 22 834 6 4 9 0 0 4 1 0 1

   家族との懇談会（年３回）：通所者の家族らがそれぞれの体験を話し合い、交流しな

がら互いに学習し合う場としている。参加者延べ１４人。 

 

（９）地域活動支援センター等に対する支援 

精神障害者が、自立した日常生活を営むことができるようにすること等を目的として、
地域活動支援センター及び障害福祉サービス事業所が設置されている。入所決定時及び
通所中は、地区担当保健師が通所者に対して、スムーズに利用をできるよう支援をして
いる。 

 

区      分 名      称 
定  

員 

現 

員 
訓    練    内    容    等 

地 域 活 動 

支援センター 

あさがお ― 243 名
日常生活の相談及び支援、地域交流等

（※ 左記の「現員」は登録者数） 

耕房“輝” 30 名 23 名 軽作業・レクリエーション 

たいとう倶楽部 20 名 21 名 軽作業・レクリエーション 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

耕房“光” 30 名 25 名 軽作業・レクリエーション 

かれん 20 名 23 名 弁当作り・販売 

Under the same sky 20 名 11 名 コーヒー、キャンドル、サンドブラストの製作 

就労移行支援 

さら就労塾@ぽれぽれ／秋葉原 20 名 29 名 企業就労のための訓練 

リファイン  

就労支援センター 
20 名 12 名 企業就労のための訓練 

自立訓練 ダルク・セカンドチャンス 20 名 28 名 ミーティング・ボランティア等 

グ ル ー プ 

ホ ー ム 

チェリーハウス   5 名 5 名 共同生活の場の提供と日常生活の指導 

第２ 

チェリーハウス 
6 名 6 名 共同生活の場の提供と日常生活の指導 

第３ 

チェリーハウス 
5 名 5 名 共同生活の場の提供と日常生活の指導 

※現員は、平成２６年４月１日現在の人数

－90－



   

（１０）障害福祉サービス 

障害者総合支援法に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で安心した日常生活がで

きるようサービスを行うことにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、精神障害

者の福祉の増進を図る。 

 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

 利用実人員 利用延べ人数 派遣時間 

平成２１年度 ３２人 ２６２人 延 1568.5 時間 

平成２２年度 ３７人 ３１３人 延 2003.5 時間 

平成２３年度 ４２人 ３７３人 延 2220.5 時間 

平成２４年度 ４７人 ４２７人  延 2182 時間 

平成２５年度 ５８人 ４６７人  延 2447 時間 

 

② 短期入所（ショートステイ） 

 入所実人員 入所延べ人員 入所延べ日数 

平成２１年度 ０人 ０人  ０日 

平成２２年度 ０人 ０人  ０日 

平成２３年度 ０人 ０人  ０日 

平成２４年度 １人 ２人  ４日 

平成２５年度 ０人 ０人  ０日 

 

③ 共同生活援助（グループホーム） 

 入所実人員 入所延べ人員 備 考 

平成２１年度 ２８人 ２５４人  

平成２２年度 ２８人 ２６７人  

平成２３年度 ３５人 ２９８人  

平成２４年度 ３６人 ２９４人  

平成２５年度 ５４人 ３６８人  

 

④ 共同生活介護（ケアホーム） 

 入所実人員 入所延べ人員 備 考 

平成２１年度  ９人 ８２人  

平成２２年度 １３人 ８０人  

平成２３年度 １３人 ９８人  

平成２４年度 １９人 １６２人  

平成２５年度 ３４人 ２１０人  

 

⑤ 就労移行支援 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度  ６人 ４１人  

平成２２年度  ７人 ３９人  

平成２３年度 １０人 ５０人  

平成２４年度 ２６人 １７０人  

平成２５年度 ３４人 ２０４人  
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⑥ 就労継続支援（Ａ型） 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度  １人 １２人  

平成２２年度  ８人 ４０人  

平成２３年度 １１人 ９２人  

平成２４年度 １６人 １２４人  

平成２５年度 ２１人 １３４人  

 

⑦ 就労継続支援（Ｂ型） 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度 ３４人 ２７１人  

平成２２年度 ６６人 ６２３人  

平成２３年度 ８０人 ７２１人  

平成２４年度 ７６人 ６７７人  

平成２５年度 ９６人 ７７８人  

 

⑧ 生活介護 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度  ７人 ５８人  

平成２２年度 １４人 ６５人  

平成２３年度 １３人 ９２人  

平成２４年度 １６人 １２５人  

平成２５年度 ３４人 １４０人  

 

⑨ 自立訓練（生活訓練） 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度 ５人 ５１人  

平成２２年度 ３人 ３２人  

平成２３年度 ７人 ３５人  

平成２４年度 １０人 ７２人  

平成２５年度 ３０人 １５８人  

 

⑩ 宿泊型自立訓練 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度 ０人 ０人  

平成２２年度 ０人 ０人  

平成２３年度 ０人 ０人  

平成２４年度 ０人 ０人  

平成２５年度 ３人 １１人  

 

⑪ 放課後等デイサービス 

 利用実人員 利用延べ人員 備 考 

平成２１年度 ０人 ０人  

平成２２年度 ０人 ０人  

平成２３年度 ０人 ０人  

平成２４年度 ０人 ０人  

平成２５年度 ７人 ４９人  
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1,403 1,341 1,409 1,490 1,748

35 34 33 39 45

25 28 23 38 42

21 21 19 24 30

76 71 79 73 81

0 0 0 0 0

9 8 9 9 8

28 21 26 27 33

9 7 8 7 13

25 23 25 26 33

21 19 20 28 28

32 27 41 38 39

国 11 11 11 9 12

126 129 151 162 198

5 7 5 7 7

の 6 6 5 6 6

8 5 3 3 4

40 36 38 41 42

対 48 42 47 52 60

0 0 0 0 1

8 4 6 7 8

象 131 128 129 142 174

5 3 2 4 3

30 33 38 39 46

疾 0 0 0 0 0

16 13 16 15 20

5 4 5 5 5

病 17 15 16 19 24

14 11 10 12 15

3 3 4 4 4

2 2 4 2 2

9 5 3 4 3

15 19 22 21 25

2 4 4 3 3

14 10 16 15 24

15 13 13 15 20

2 2 0 1 2

10 12 14 16 16

33 27 32 32 36

0 1 0 0 0

4 4 6 3 4

パ ー キ ン ソ ン 病 関 連 疾 患

特 発 性 間 質 性 肺 炎

原 発 性 免 疫 不 全 症 候 群

混 合 性 結 合 組 織 病

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

多 系 統 萎 縮 症

ハ ン チ ン ト ン 病

モ ヤ モ ヤ 病

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

特 発 性 拡 張 型 心 筋 症

表 皮 水 疱 症

＜対象疾病及び登録患者数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　いる。

天 疱 瘡

脊 髄 小 脳 変 性 症

ク ロ ー ン 病

劇 症 肝 炎

高 安 病

ビ ュ ル ガ ー 病

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

６　特 殊 疾 病 対 策

　　特殊疾病は、原因がはっきりしないばかりか、療養には長期にわたる場合が多く、

（１）難病医療費等助成

　多額の経済的負担があり、治療を続けていくために幾多の困難に直面することが多い。

ベ ー チ ェ ッ ト 病

多 発 性 硬 化 症

　このため、経済的負担を少しでも軽くし治療を受けやすくするため、「東京都難病医

　療費等助成制度」により国の補助対象５６疾病、都の単独指定２３疾病、計７９疾病

区　　　　　　　　　　分

プ リ オ ン 病

肺 動 脈 性 肺 高 血 圧 症

総　　　　　　　　　　数

ス モ ン

再 生 不 良 性 貧 血

サ ル コ イ ド ー シ ス

筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症

強 皮 症

皮 膚 筋 炎 ・ 多 発 性 筋 炎

特発性血小板減少性紫斑病

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

ア ミ ロ イ ド ー シ ス

後 縦 靭 帯 骨 化 症

膿 疱 性 乾 癬

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変

重 症 急 性 膵 炎

網 膜 色 素 変 性 症

　及び特殊医療費の２疾病（平成２５年度末現在）について医療費の公費負担を行って
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4 4 4 4 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

国 0 3 3 3 3

0 0 0 1 1

の 0 1 1 0 1

― 0 0 0 0

対 0 0 1 1 0

― 1 2 2 3

象 2 0 4 5 0

17 0 3 4 2

疾 ― 1 0 0 0

3 2 4 4 0

病 ― 0 0 1 1

― 1 0 0 0

― 1 1 2 2

― 10 13 19 22

6 7 5 5 6

3 1 1 2 2

1 0 1 1 2

0 1 1 3 3

0 0 0 0 0

都 0 1 0 0 0

18 18 16 13 18

2 2 3 3 3

の 12 14 16 14 15

5 5 5 7 9

0 0 0 0 0

対 3 2 2 2 2

0 0 0 1 1

5 6 5 7 8

象 0 0 0 0 0

2 1 5 5 6

3 5 6 7 6

疾 1 2 2 3 2

0 0 0 0 1

0 1 1 2 2

病 0 0 0 0 0

2 2 6 7 9

1 1 1 1 1

9 8 8 9 11

444 432 406 404 486

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

10 1 ― ― ―

55 0 ― ― ―

45 39 23 19 42

― 37 43 43 79

― ― 5 9 5

神 経 線 維 腫 症

球 脊 髄 性 筋 萎 縮 症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

脊 髄 性 筋 萎 縮 症

副 腎 白 質 ジ ス ト ロ フ ィ ー

家 族 性 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症

亜 急 性 硬 化 性 全 脳 炎

バ ッ ド ・ キ ア リ 症 候 群

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

ライソゾーム病（ファブリー病含）

黄 色 靭 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害

肥 大 性 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

脊 髄 空 洞 症

悪 性 高 血 圧

重 症 多 形 滲 出 性 紅 斑

ミ ト コ ン ド リ ア 病

リ ン パ 脈 管 筋 腫 症

進 行 性 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー

母 斑 症

多 発 性 嚢 胞 腎

遺伝性（本態性）ニューロパチー

アレルギー性肉芽腫性血管炎

ミ オ ト ニ ー 症 候 群

ウ ィ ル ソ ン 病

肝 内 結 石 症

骨 髄 線 維 症

原 発 性 硬 化 性 胆 管 炎

び ま ん 性 汎 細 気 管 支 炎

Ｃ型ウィルス肝炎インターフェロン治療費助成を行っていたが、平成２０年４月から全国制度としてＢ型・Ｃ型ウィルス肝炎

人工透析を必要とする腎不全

区　　　　　　　　　　分

３剤併用療法（C型ウイルス肝炎）

Ｃ 型 ウ ィ ル ス 肝 炎

Ｂ 型 ウ ィ ル ス 肝 炎

核酸アナログ製剤治療(Ｂ型ウィルス肝炎)

Ｂ型･Ｃ型ウィルス肝炎インターフェロン

特 発 性 門 脈 圧 亢 進 症

シ ェ ー グ レ ン 症 候 群

自 己 免 疫 性 肝 炎

網 膜 脈 絡 膜 萎 縮 症

遺 伝 性 Ｑ Ｔ 延 長 症 候 群

特 発 性 好 酸 球 増 多 症 候 群

成 人 ス テ ィ ル 病

先天性血液凝固因子欠乏症等

に対するインターフェロン治療の医療費助成が開始され、以降都も国制度に基づき実施している。

＜登録患者数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 　（年度末現在）

　直近では、平成２２年４月からＣ型ウイルス肝炎インターフェロン２回目申請及びＢ型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤、

ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群

強 直 性 脊 椎 炎

先 天 性 ミ オ パ チ ー

平成２３年１２月からC型ウイルス肝炎3剤併用療法が医療費助成の対象として追加された。

　平成１４年１０月１日より｢Ｂ型・Ｃ型ウィルス肝炎入院医療費助成制度」が始まり、都単独事業として平成１９年１０月から
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（２）難病患者等支援 

障害者総合支援法に基づき、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができる

ようサービスを行うことにより、難病患者等の自立と社会復帰を促進する。 

 ①居宅介護 

 利用実人員 利用延べ人数 派遣時間 

平成２１年度 － － － 

平成２２年度 － － － 

平成２３年度 ３人 １２１人 ２７５時間 

平成２４年度 ４人 １８８人 ３７６．５時間 

平成２５年度 ３人 ２６人 ３４７時間 

   ※ 平成２４年度までは、難病患者等ホームヘルプサービス事業の実績である。 

   ※ 平成２５年４月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病 

等が加わったことに伴い、精神障害者と同様に障害福祉サービスの利用が可 

能となった 

 

 

（３）在宅難病患者医療機器貸与 

吸入器及び吸引器を、在宅難病患者の方に貸与することによって、患者・家族の経済

的負担の軽減と療養環境の向上を図る。 

※平成２５年度利用人数  吸入器０人 吸引器１人 
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７ 大気汚染認定審査会の運営 

 当事業は、「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例」（昭和４７

年東京都条例第１１７号）に基づき、大気汚染の影響を受けると推定される疾病（気管支

ぜん息及びその続発症。１８歳未満は慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びこ

れらの続発症も該当する）にかかった都内在住者に対し医療費を助成し、その者の健康障

害の救済を図ることを目的としており、保健所において認定審査会を行い、東京都が医療

費の助成を行っている。 

 

  認定審査会開催回数  １２回： 

 

認定登録状況一覧表                （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

区 分 

登   録   件   数 

年  間 

年度末

実人員

疾 病 別 内 訳 

慢 性 気 

管 支 炎 

気 管 支

ぜ ん 息 

ぜん息性

気管支炎 
肺気しゅ

 

申請 

件数 

認定 

件数 

年間

認定

件数

年度

末実

人員

年間

認定

件数

年度

末実

人員

年間

認定

件数 

年度

末実

人員 

年間

認定

件数

年度

末実

人員

平成 18 年度 152 152 335  0  0 152 335  0   0  0  0

平成 19 年度 139 139 290  0  0 139 290 0 0  0  0

平成 20 年度 469 469 584  0  0 469 584 0 0  0  0

平成 21 年度 331 331 770 0 0 330 769 1 1 0 0

平成 22 年度 379 379 904 0 0 379 903 0 1 0 0

平成 23 年度 526 526 1,002 0 0 526 1,001 0 1 0 0

平成 24 年度 455 455 1,055 0 0 454 1,054 1 1 0 0

平成 25 年度 571 571 1,116 0 0 571 1,115 0 1 0 0

 0～17 歳 28 28 85 0 0 28 84 0 1 0 0

 

 

＊ 年間の申請・認定件数は、新規と更新の申請・認定を合わせた件数。 

＊ 認定者の年度末実人員は、認定期間が２年間であること、転出入・失権（更新せず、

他医療給付制度受給）などによって変動することのため年間認定件数と一致しない。 

＊ 平成２０年８月に、東京都は現行の１８歳以上に対する医療費の助成制度を見直し、

気管支ぜん息にり患した患者の医療費助成を全年齢に拡充した。なお、慢性気管支炎、

ぜん息性気管支炎及び肺気腫は、引き続き１８歳未満が対象である。 
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８ 公害健康被害補償事業 

当区は、昭和５０年１２月に公害健康被害の補償等に関する法律による第一種地域に指

定され、大気汚染の影響による健康被害の補償及び保健福祉事業を行ってきた。この間、

硫黄酸化物等の大気汚染の主たる原因の発生源の規制強化が進められ、その著しい減少を

もたらすという改善が図られたが、時の経過とともに大気汚染の態様が変化し、現在にお

いては、移動発生源である自動車の排出ガス等による窒素酸化物が大半を占めるに至って

いる。この結果、無過失責任制を取る原因者負担の制度から地域的に指定することの合理

性が失われ、昭和６３年３月全国的に第一種地域はすべて解除されたが、既被認定者等に

対する補償給付は継続されている。 

補償給付事業と平行しながら、大気汚染が総体として気管支ぜん息・慢性閉塞性肺疾患

に何らかの影響を及ぼしている可能性が否定できない現状を踏まえ、旧第一種地域として

の当区は、総合的な環境保健に関する諸施策を推進し、全区民を対象として、大気汚染の

影響による健康被害の予防と健康の保持増進を図っている。 

 

（１）補償給付事業 

  第一種指定地域の解除により新規認定は解除されたが、既被認定者に対しては、当該

認定が有効である間は引き続き補償給付を支給する。 

  なお、有効期限内に指定疾病が治癒しない場合は、認定審査会がその更新と障害の程

度の見直しを行う。 

 

ア 既認定者数 

   指定疾病及び障害の程度（平成２６年３月３１日現在）      （単位：人） 

区 分 特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級 級 外 計 

総 数 ０ ０ ３ １６０ ２２８ ３９１

 

慢 性 気 管 支 炎 ０ ０ ０ ６ ３ ９

気 管 支 ぜ ん 息 ０ ０ ３ １５４ ２２５ ３８２

ぜん息性気管支炎 ０ ０ ０ ０ ０ ０

肺 気 し ゅ ０ ０ ０ ０ ０ ０

 

居住地別人員（平成２６年３月３１日現在）    （単位：人） 

 男 女 計 

区 内 在 住 者 １４７ １４２ ２８９ 

区 外 在 住 者 ４５ ５７ １０２ 

計 １９２ １９９ ３９１ 
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イ 既認定者数の推移（各年度末現在） 

              （単位：人） 

区    分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

総    数 461 448 432 410 401 391

 

慢 性 気 管 支 炎 13 13 11 10 9 9

気 管 支 ぜ ん 息 448 435 421 400 391 382

ぜん息性気管支炎 0 0 0 0 1 0

肺 気 し ゅ  0 0 0 0 0 0

 

 

ウ 補償給付の種類と実績 

（単位：件、円、％） 

給 付 内 容 
 件数 給付金額 同構成比

総 数 8,593 282,873,048 100.00

療養の給付 

及び療養費 

公害医療機関等における診療とその

他の医療費の支払い 
5,760 116,974,278 41.35

障害補償費 障害の程度に対応する補償の給付 1,989 134,702,870 47.61

遺族補償費 
認定に係る指定疾病を起因とする死

亡の遺族に対する給付 
36 4,229,200 1.50

遺 族 補 償 

一 時 金 

遺族補償費を受けることができる遺

族がいない場合の給付 
2 7,684,200 2.72

児 童 補 償 

手   当 

１５歳未満の者で障害補償費に対応

する給付で養育者に支給するもの 
0 0 0

療 養 手 当 
通院・入院等療養に要する諸経費に相

応する給付 
804 18,465,500 6.53

葬 祭 料 
認定に係る指定疾病を起因として死

亡したときの葬儀経費の給付 
2 817,000 0.29

 

 

  エ 公害健康被害認定審査会 

第一種指定地域解除後も、既被認定者に対する補償給付を継続しているため、認

定の更新と障害程度の見直し等の審査を行う。 

     委員構成 ： １０名 《医学 ７  法律 ２  行政（医）１》 

     平成２５年度審査件数： ２４０件 （開催回数：１２回） 

       （内 訳）認定の更新            ７０件 

            認定の更新及び障害程度の見直し  ４６件 

            障害程度の見直し        １２２件 

            遺族補償給付関係          ２件 

            異議申立              ０件 
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オ 公害医療機関 

公害医療機関とは、法による被認定者の医療の給付を取り扱うもので、特に都道

府県知事に対しその辞退を申し出たものを除き、健保医療機関及び保険薬局、国保

療養取扱機関、生保指定医療機関並びに総理府令で定める病院・診療所をいう。 

   当区における公害医療機関のうち、医学的検査委託機関は次のとおりである。 

① 公益財団法人 ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院 

② 社会福祉法人 浅草寺病院 

 

（２）公害保健福祉事業 

公害によって損なわれた健康の回復とその保持・増進を図り、被認定者の福祉の向上

と指定疾病による被害を防止する。 

    

ア リハビリテーション事業 

講演会や機能回復訓練指導を通じて疾病の悪化を予防し、発作の軽減・肺機能の

向上を目的として行うものである。 

≪講演会≫ 

開催月日：平成２６年２月２６日 

開催場所：台東保健所 中会議室 

テーマ：「呼吸理学療養教室」 

講師：御茶ノ水呼吸ケアクリニック 理学療法士 小林美穂 

対象者：被認定者及び一般区民 

参加者数： １６人 

≪リハビリ実技≫ 

開催月日：平成２６年２月２１日 

開催場所：台東保健所 大会議室 

テーマ：「気功術 入門」 

講師：南寧武学研究所 気功太極拳講師 談 衛東 

対象者：被認定者及び一般区民 

参加者数： ２４人 

 

  イ インフルエンザ予防接種費用助成 

    被認定者に対し、予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種の自己負担分を助

成し、健康の保持を図る。 

        助成件数        １０７件 
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（３）健康被害予防事業 

汚染原因者の社会的責任を踏まえ、既認定者のみに対する旧制度を補完し、大気汚染

に関する健康被害の発現の予防をより効果あるものとするため広く地域全体の人口集

団を対象とする。気管支ぜん息・慢性閉塞性肺疾患に関する予防から回復までの総合的

な環境保健事業に係る一連の施策の中で、事業の内容によって公害保健福祉事業と類似

するものは、両事業を統合実施することにより、その効率化を図っている。 

 

ア 健康相談事業 

区民全体を対象に、専門医、保健師がアレルギー性疾患・慢性閉塞性肺疾患等に

関する相談及び指導を行うことにより、当該疾病の予防並びに当該疾患に係る患者

の健康の回復、保持及び増進に関する知識の普及及び意識の向上を図る。被認定者

でなくなった制度離脱者に対するフォローアップも含む。  

 

① 専門医による相談 

 実 施 日 ： 年６回  偶数月 第４木曜日 

 実 施 場 所 ： 台東保健所 会議室 

 担 当 医 ： 新橋アレルギー・リウマチクリニック小児科 十字 文子 

 相 談 件 数 : １５件 〔内訳：小児科８件 、内科(成人)７件〕 

相 談 実 績                    （数字は延件数） 

相 談 内 容 件 数 

生活について 

生活の工夫 １１ 

食事について １０ 

室内環境 ８ 

タバコ １ 

治療に関すること 

治療法 ８ 

薬の使い方 ９ 

副作用 ２ 

検査 ５ 

症状に関すること 

発作への対応 ３ 

かゆみ ７ 

悪化不安 ５ 

その他の症状 １１ 

病気に関すること 
知識 １２ 

予後 ０ 

その他のこと 

医療機関 ５ 

精神的対応 １５ 

予防接種 １ 
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② 看護師による相談 

実 施 日：年２４回  毎月第２・４木曜日 

実施場所：台東保健所 

 担    当：看護師 

 相談件数：３８件 

 

③ 集団健康教室 

≪講演会≫ 

開催月日：平成２６年３月１７日 

開催場所：台東保健所 中会議室 

テーマ：「きちんと知ろう、ぜん息の薬のこと」 

講師：みどり薬局 薬剤師 猿橋 裕子 

対象者：気管支ぜん息に悩んでいる区民と家族 

参加者数： １３人 

≪呼吸リハビリ実技≫ 

開催月日：平成２６年３月４日 

開催場所：台東保健所 中会議室 

テーマ：「気管支ぜん息に打ち勝つ音楽療法教室」 

講師：日本音楽療法学会認定 音楽療法士 福田 義子 

対象者：気管支ぜん息に悩んでいる区民 

参加者数： １４人 
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イ 機能訓練事業 

① 水泳訓練教室 

医師による健康管理のもと、水泳指導員の指導により水泳を通じて心身の鍛錬

を行い、当該児童の健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とする。 

実 施 場 所 ： 台東区立社会教育センター 清島温水プール 

実 施 期 間 ： 平成２５年４月～１２月開催（７～９月は除く） 

       実施回数２１回（プール指導は１７回） 

対 象 者 ： 区内在住の小・中学生で、次のいずれかに該当するもの。 

・「東京都大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成

に関する条例」の認定を受けている者 

・現在気管支ぜん息やぜん息性気管支炎の症状のある者 

参 加 者 ： 延 ５２７人（プール指導は４７０人） 

 

② ぜん息児親子音楽療法教室 

医師の講演・個別相談によるぜん息・アレルギーについての知識普及と、音楽

療法士・理学療法士の指導により親子で楽しみながら腹式呼吸法を体得するとと

もに心身の安定を図ることを目的とする。 

実 施 内 容 ： 

平成２５年  ６月２０日 音楽療法士による呼吸法(待乳保育園) 

７月１２日 音楽療法士による呼吸法(台東保育園) 

７月２９日 音楽療法士による呼吸法(台東保健所) 

１０月 ３日 中医師による呼吸器に良い漢方（台東保健所） 

１１月２５日 小児科医師による講演会(台東保健所) 

対 象 者 ： 区内在住の３歳～小学２年生までのぜん息児とその保護者 

以下 水泳訓練教室と同じ 

参 加 者 ： ６９人 

 

③ ぜん息児サマーキャンプ 

高原の空気がきれいな自然環境において、医師・看護師による健康管理のもと

生活指導員のサポートで自律訓練指導や療養生活上の指導を行う。ぜん息の勉強

会で正しい知識の習得と服薬の自己管理を目指す。また、理学療法士の指導によ

り腹式呼吸法を体得させ、当該児童の健康の回復、保持及び増進を図ることを目

的とする。 

実 施 場 所 ： 「国民宿舎 鹿月荘」（長野県） 

実 施 期 間 ： 平成２５年８月２３日～２６日（３泊４日） 

対 象 者 ： 区内在住の小学３年生～中学３年生までのぜん息児童・生徒 

以下 水泳訓練教室と同じ 

参 加 者 ： ３０人 
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９ エックス線検査 
 結核罹患率と高齢者割合の高い当区にあって、疾病の早期発見と予防のための 

①定期外検診を中心にした結核検診  
②肺がん・胃がん検診 
③骨粗鬆症予防のための骨密度測定検査 

 等のエックス線検査を行っている。（表１） 
 なお、医科・歯科診療所におけるエックス線装置の届出に対して医務担当者と同行してエ

ックス線施設の安全や管理について点検指導を行っている。（表２） 
 そのほかに東京都の行う医療用放射性物質を利用している病院の立入検査に同行して放射

線施設の安全を確認している。 
 
（表１）平成２５年度エックス線検査実施数 

検 診 名 実施人数 直接撮影 間接撮影 
区民健診（障害者健診を含む） ３８１ ３８１ 
小規模事業所健診 ３８６ ３８６ 
管理検診 ２０１ ２０１ 
家族検診 ９４ ９４ 
接触者検診 ４０８ ４０８ 
商店・小事業所検診 ２ ２ 
日本語学校検診 １２９ １２９ 
肺がん検診 ３３８ ３３８ 
胃がん検診 ４９９  ４９９

骨密度測定（子育てママ健診） １４８  １４８

合 計 ２，５８６ １，９３９ ６４７

表中の直接撮影は精密検査を間接撮影は集団検診を表し、骨密度測定については前腕

の骨密度を測定する集団検診なので間接撮影欄に計上する。 
 
（表２）平成２５年度エックス線装置届出台数 

装置の種類 台数 
歯科用口内撮影装置 ２１ 
歯科用パノラマ撮影装置 ２０ 
一般用エックス線撮影装置  ７ 
透視用エックス線撮影装置   ３ 
CT 撮影装置   ３ 
骨塩量測定装置  １ 

合 計 ５５ 
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